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再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金 

（大容量蓄電システム需給バランス改善実証事業）に参加される皆様へ 

 

当補助金は、国庫補助金を財源としておりますので、適正に執行する必要があります。

補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処しております。 

従って、補助金交付の申請をされる方、採択が決定し補助金を受給される方におかれ

ましては、以下の点に充分ご認識される様、お願いします。 

 

１． 補助金の申請者が当協議会に提出する書類は、如何なる理由があってもその内容に

虚偽の記述を行わないで下さい。 

 

２． 当協議会から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完了させた設備等

については、補助金の交付対象とはなりません。 

 

３． 補助金で取得、又は効用の増加した財産（取得財産等）を、当該資産の処分制限期

間内に処分（補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は

担保に供することをいう）しようとするときは、事前に処分内容等について当協議

会の承認を受けなければなりません。なお、必要に応じて取得財産等の管理状況等

について調査することがあります。 

 

４． また、偽りその他の不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合に

は、当協議会として補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。 

 

５． 上述の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取

り消しを行うとともに、受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金

（年１０．９５％の利率）を加えた額を返還していただくことになります。併せて、

当協議会の実施する新たな補助金等の交付を一定期間行わないこと等の措置を執

ると共に、当該事業者の名称及び不正の内容を公表させていただきます。 

 

６．なお、補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和３０年８月２７日法律第１７９号）の第２９条から第３２条におい

て刑事罰等を科す旨規定されています。 

 

７．当該補助事業に関する個々の情報の公表・非公表の取扱いについては、情報公開法

に基づく情報開示に準ずることとします。 

 

一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会 
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１．事業の目的 

 

１．再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金（大容量蓄電システム需給バランス改

善実証事業）について 

 

本事業では、一般電気事業者の送変電設備に接続する形で大容量蓄電池を設置し、

需給バランスを改善することで再生可能エネルギーの受入可能量を拡大するとともに、

蓄電池の大容量性を活かした系統制御への適用の可能性等についての実証を行います。 
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２．補助対象事業について 

 

下記の実証テーマについて、平成２８年３月までに、必要な設備の設置を完了する

とともに、運用に必要な体制を整えて実証を行っていただきます。また、竣工後十分

な期間（１年程度）実証に必要となるデータの取得を行い、分析結果をまとめ報告し

ていただきます。 

なお、当該補助事業により得られたデータと分析結果について報告を行うとともに

産業財産権の利活用や一般電気事業者等との連携を通じて成果の活用に努めていた

だきます。 

また、当該補助事業は、経済産業省の『補助事業事務処理マニュアル』に則り遂行、

管理される事を前提としています。 

 

大容量蓄電池システムの用途により、主に長周期変動による調整力確保（下げ代対策）

を中心とするケースを想定し、以下の２テーマを公募します。 

 

（※）周波数変動対策に用いることも可能。 

 

【実証テーマＡ】 

① 主として下げ代対策面から、再生可能エネルギーの受入可能量拡大を目指し、４万

ｋＷ・４万ｋＷｈ程度の出力・容量規模の大型蓄電池を設置するとともに、設置し

た蓄電池容量で、受入可能量の拡大効果の最大化を図れる制御方法を検証すること。 

② 蓄電システムの系統電圧制御への適用について検証すること。 

③ 秒単位での応答特性を持つ蓄電池であること、また適正稼働率におけるシステム効

率が７０％程度以上であること。 

④なお、当該補助事業終了後も、引き続き一般電気事業者が当該電池システムを活用

することができるよう、本事業において協力体制を組む大容量蓄電システムの製造

事業者がメンテナンス・サポートできること。 

 

【実証テーマＢ】 

① 主として下げ代対策面から、再生可能エネルギーの受入可能量拡大を目指し、５万

ｋＷ・３０万ｋＷｈ程度の出力・容量規模の大型蓄電池を設置するとともに、設置

した蓄電池容量で、受入可能量の拡大効果の最大化を図れる制御方法を検証するこ

と。 

② 蓄電システムの大容量性を活かした系統電圧制御への適用について検証すること。 

③ 秒単位での応答特性を持つ蓄電池であること、また適正稼働率におけるシステム効

率が７０％程度以上であること。 

④ なお、当該補助事業終了後も、引き続き一般電気事業者が当該電池システムを活用

することができるよう、本事業において協力体制を組む大容量蓄電システムの製造

事業者がメンテナンス・サポートできること。 
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３．補助対象事業の詳細条件について 

 

（１）事業者要件 

  事業者要件は、次のとおりとします。 

①原則、一般電気事業者とし、当該事業による取得財産等の処分制限期間経過後にお

いても、設置・導入した設備を、固定価格買取制度を活用した再生可能エネルギーの

導入拡大に有効活用できるような形で、電力系統の運用に直接活用できること。 

②当該補助事業の実施に当たり、大容量蓄電池の製造事業者やシステム開発事業など

に関係する事業者と、蓄電池システムのメンテナンス、設備の運用期間中の保証修

理なども含め、協力体制を構築できること。 

③日本法人（登記法人）である民間会社又は民間会社を主提案法人（幹事法人）とす

る共同体もしくは任意団体等であること。 

④経済産業省が定める補助金等の交付停止事業者に該当していないこと。 

⑤事業を円滑に遂行するために必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し、十分な 

経営基盤を有していること。 

⑥委託契約等で民間会社に実証事業を実施させる場合、民間会社に対して確定検査等 

を行い、確定検査等で確認した資料の写し等を保管する体制が取れていること。 

⑦事業を運営・管理できる能力を有しており、事業を実施するための実施体制及び管 

理体制が整備されていること。 

＜注意事項＞ 

複数の法人による共同提案も可能ですが、その際は一般社団法人 新エネルギー

導入促進協議会（以下「協議会」）から連絡を取る窓口として、代表１社を主提案

法人（幹事法人）として決めること。 

 

暴力団排除について 

① 暴力団排除に関する下記（※）に記載されている事項に該当する者が行う事業に対

しては、本補助金の交付対象とはなりません。 

② 申請者は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及

び完了後においては、下記（※）のいずれにも該当しないことを補助金の交付申請

前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもって誓約したものといたします。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、申請者が不利益を被る

こととなっても、異議は一切申し受けません。 
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※ 

ⅰ法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年度法律第 77 号）第 2条第 2号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的

に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団員（同法第 2条第 6号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

ⅱ役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

ⅲ役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、賃金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

るとき 

ⅳ役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難され

るべき関係を有しているとき 

 

③ 遵守事項に違反した場合は交付決定の取消などの措置が取られることになります。 

④ 申請者等の役員等の名簿について交付申請書の添付書類として提出して下さい。 

 

（２）事業期間 

交付決定を受けた事業者（以下「補助事業者」）は、平成２８年３月までに、必要

な設備の設置を完了するとともに、運用に必要な体制を整えて実証をおこなっていた

だきます。また、竣工後十分な期間（１年以上）実証に必要となるデータの取得を行

い、分析結果をまとめ報告していただきます。 

 

（３）実施状況の報告 

・補助事業者は、協議会の指示に従い、定期的に、実証事業の進捗状況について協

議会及び経済産業省に報告していただきます。 

・補助事業者は、実証事業期間中、６名程度の有識者からなる第三者委員会（以下

「委員会」）に、定期的に報告していただきます。 

なお、委員会は、事業内容と目的に即し、開発・実証しようとしている大型

蓄電池システムが再生可能エネルギーの導入可能量の最大化に積極的に貢献

できるよう、事業者に対し技術的かつ専門的な助言を行うこととします。 

ただし、営業上の秘密に属する事項等、当該委員会で得た情報については、

補助事業者の事業に支障のないよう、その取扱いについて十分注意することと

します。 

 

・成果物の取扱いについては、次のとおりとします。 

     ①補助事業者は、補助事業の成果に係る特許権、実用新案権及び意匠権（以下

「産業財産権」という。）を取得した場合、又はこれらを譲渡し若しくは実施
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権を設定した場合には、遅滞なく協議会に届け出ること。 

 

②補助事業者は、協議会又は経済産業省が公共の利益のために特に必要がある

としてその理由を明らかにして求める場合には、正当な事由がない限り当該

産業財産権を利用する権利を協議会、経済産業省又は経済産業省の指定する

第三者に対し許諾しなければならない。 

 

③補助事業者は、第三者が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由

を明らかにして求め、かつ、協議会又は経済産業省がその旨認定する場合に

は、正当な事由がない限り当該産業財産権を利用する権利を第三者に許諾し

なければならない。 

 

④補助事業者は、産業財産権の利用等に関し、補助事業者の事業に支障のない

範囲で、再生可能エネルギーの導入可能量に関するデータ、並びに系統及び

蓄電池の制御及び管理技術について当該事業の成果として報告書にまとめ、

かつその成果の活用に関し、その他一般電気事業者をはじめとする民間事業

者との連携に努めなければならない。 

 

⑤補助事業者は、当該産業財産権を国以外の第三者に譲渡し、又はその利用を

許諾する場合には、①から④までの適用に支障を与えないよう当該第三者に

約させること。 
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４．補助率及び補助対象経費等について 

 

補助対象経費、補助率は、下記表のとおりです。 

補助金額は補助対象経費に補助率を乗じた額とします。 

また、当該年度に採択された事業について、後年度に支払われる補助金額は、原則当

該年度に申請した補助金額とします。但し、予算上やむを得ない場合には減額すること

もあります。 

事業計画の変更により補助対象経費に変更がある場合であっても、実際に支払われる

補助金の額は交付決定された額を上限といたします。その際、事業計画の変更により補

助対象経費が減少する場合においては、変更後の補助対象経費に補助率を乗じた額とし

ます。 

なお、補助対象経費は、当該事業の実証期間も含め、補助事業の対象として明確に区

分できるもので、かつ証拠書類により金額等が確認できる支出のみが対象となります。 

 

補助対象経費の費目 内  容 補助率 

装置等関係費 ・大容量蓄電システム設備費（蓄電池本体、パ

ワーコンディショナー、受変電設備等） 

・設置費（建屋あるいはコンテナ設置、基礎工

事、機器据付工事等） 

・保守点検費 

定 額 

 

人件費 ・研究員、補助員の人件費 

 

システム開発費 ・大容量蓄電システム設計費 

 

※中古品の導入については補助対象外とする。 

※増設又はリプレイスについては、新設の場合と同様補助対象とする。 

※既設構築物の撤去費については、補助対象外とする。 

※植栽及び外構工事については、補助対象外とする。 

※地盤改良、土地造成、整地については、必要な範囲にて補助対象とする。 

※予備品については、合理的な説明が可能な範囲にて、補助対象とする。 

※国内での販売実績のない新型機器については、試験運転データの提出を求め、信頼性が

認められる場合に限り、補助対象とする。 

※経費の計上に際しては、経済産業省の『補助事業事務処理マニュアル』に従っていた
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だきます。なお、調達に当たっては、技術的な観点からも評価を行う総合評価方式に実

施することが望ましいものとする。 

※他社への委託契約等で実施する場合においても、上記区分により費用を積算してくだ

さい。 
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５．公募手続について 

 

（１）公募期間 

平成２７年３月２６日（木）～４月９日（木） １７：００（必着） 

 

（２）申請書提出先 

〒１７０－００１３  

東京都豊島区東池袋３丁目１３番２号 イムーブルコジマ２Ｆ 

一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会 

業務第一グループ宛 

ＴＥＬ：０３－５９７９－７６２１ 

      注１：お問い合わせは、業務時間内（土日を除く９：００～１２：００及び

１３：００～１７：００）にお願いいたします。 

      注２：上記以外の電話番号では、本事業に関するお問い合わせにはお答えで

きません。 

 

（３）提出方法及び提出期限 

   持参又は、書留による郵送等（配達記録付き） 

      注１：持参の場合は、公募期間中の業務時間内（土日を除く９：００ 

         ～１２：００及び１３：００～１７：００）にお願いいたします。 

 

（４）申請書類について 

○ 提出に際しては、本公募要領による様式を必ず使用すること。また、申請書類

の用紙の大きさは全てＡ４版で統一し、２穴（ＩＳＯ８３８）のＡ４ファイル

に綴じること。 

○ 申請書類、添付書類については、「９．申請書類等のファイリング順序」に従

い、正本 1部（片面印刷）、写し１０部（両面印刷）を、電子媒体（ＣＤ－Ｒ

あるいはＤＶＤ－Ｒに限る）については、正本 1 部、副本１部を提出のこと。

ディスクのラベル面には、申請テーマ名、申請団体名を表記のこと。 

○ 応募書類や追加説明資料は、審査用に限定して使用します。なお、応募書類は

返却いたしませんのでご留意ください。 

 

（５）補助事業者の義務等 

本補助金の活用に際しては、以下に記載した事項の他、「補助金等に係る予算の執

行の適正化に関する法律」を遵守していただくことになりますのでご留意ください。 

① 補助事業者は、交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分又は内容を変更しよう

とする場合、若しくは補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、事前に承認を

得なければなりません。  

② 補助事業者は、補助事業の交付年度中の進捗状況について、状況の報告を求められ

た場合には、速やかに報告しなければなりません。 
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③ 補助事業者は、毎年度、補助事業を完了した時、若しくは中止又は廃止の承認を受

けた時は、その日から起算して３０日を経過した日又は当該補助事業の完了した日

の属する協議会の当該会計年度の３月１０日のいずれか早い日までに実績報告書

を提出しなければなりません。 

④ 補助事業に基づく発明、考案等に関して、産業財産権等の出願又は取得を補助事業

年度又は補助事業終了後５年以内に行った場合及び補助事業において知的財産権

等の取得に係る補助金交付を受けた場合には、補助事業年度終了後５年間の当該知

的財産権等の取得等状況について、当該年度を含む毎年度終了後３０日以内に知的

財産権届出書を提出しなければなりません。 

⑤ 当該設備の設置後の１年間、各年における補助事業に係る成果を報告するとともに

補助事業に関係する調査に協力をしなければなりません。事業化状況の報告により、

補助事業の成果の事業化、産業財産権等の譲渡又は実施権設定及びその他本事業の

実施結果の他への供与による収益を得たと認められた場合、その収益の一部を国に

納付しなければなりません。 

⑥ 補助事業者は、補助事業により取得した財産又は効用の増加した財産については、

補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従

って効果的運用を図らなければなりません。 

⑦ 補助事業者は、協議会が別に定める期間内に当該財産を処分する必要があるときは、

事前にその承認を受けなければなりません。（補助対象物件を販売又は処分もしく

は目的外使用する場合は、財産処分の承認を要します。また、原則として補助金の

交付を受けて取得した財産を担保に供することは認められません。） 

⑧ 補助事業者は、補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書

類（委託事業を確定したときの証拠書類の写しを含む。）を整理し、交付年度終了

後５年間保存しなければなりません。 

⑨ 補助事業に関係する調査依頼や、補助事業完了後、その事業成果を発表していただ

く場合があります。 

⑩ 当該事業が整備しようとする補助対象部分、箇所において、同時に国及び協議会等

を通じた公的な補助金等の交付を受けることはできません。 

⑪ 補助事業終了後の補助金額の確定作業において、補助対象物件や帳簿類の確認が出

来ない場合には、当該物件等に係る金額は補助対象外となります。 

⑫ 補助事業終了後、会計検査院が実地検査に入ることがあります。 

⑬ 補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等に違反する行

為等（他の用途への無断流用、虚偽報告など）をした場合には、補助金の交付取消、

返還、不正内容の公表等を行うことがあります。 

⑭ 補助事業者は、補助事業の実施に関し契約をする場合において、補助事業の運営上

競争入札または見積もり合わせによることが著しく困難又は不適当である場合を

除き、競争入札または見積もり合わせ（３者以上の見積もりが必要）によらなけれ

ばなりません。 

⑮ 什器、一般事務用品、パソコン、ソフトウェア等、汎用で利用可能なもので、当該

補助事業のみに使用することを明らかに出来ない場合には、補助金に計上すること
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ができません。 

 

（６）その他 

① 補助金の支払は、原則、補助事業完了後、補助事業実績報告書の提出を受け、額の

確定後の精算払となります（年度途中でも、事業が完了している場合は所定の手続

により支払われます。）。また、特に必要と認められる場合、年度途中での事業の進

捗状況、経費（支払行為）の発生を確認し、所定の手続をした上で、当該部分にか

かる補助金について概算払いをすることもできます。 

② 補助金の交付の対象となる経費は、財産の取得等の支払対象となる行為が、当該交

付決定のなされた国の会計年度中（当該年の４月１日から翌年の３月３１日まで）

に終了するものに限られます。交付決定日以降に補助事業が開始されることとなる

ことから、交付決定日以前に発生した経費（発注を含む。）は対象となりません。 

③ 国（特殊法人等を含む。）が助成する他の制度（再生可能エネルギー接続保留緊急

対応補助金（大容量蓄電システム需給バランス改善実証事業））以外の補助金、委

託費等）と重複した交付申請書の提出（本提案書の提出以降を含む。）は認められ

ませんのでご注意ください。 

④ 予算執行上、全ての支出には領収書等の厳格な証明書が必要となります。また、支

出額、支出内容が適切かどうかも補助金の支払いに際し厳格に審査され、これを満

たさない場合は当該補助金の支払いが行えないこととなるので、経済産業省の『補

助事業事務処理マニュアル』を熟読のうえ、適正に管理することが必要となります。 

⑤ 共同申請において、申請法人が他の共同申請法人の再委託先・外注先になる場合は、

協議会の了解が必要です。 
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６．審査・採択等について 

 

（１）審査方法 

採択にあたっては、第三者の有識者で構成される委員会で審査を行い決定します。

なお、応募期間締切後に、必要に応じて提案に関するヒアリングを実施します。また、

必要に応じ追加説明資料を提出していただくことがあります。 

 

（２）採択の通知等 

・採択結果については、決定後速やかに通知いたします。 

・原則として、採択された案件については、企業名、事業テーマ等を公表します。 

 

（３）その他 

・同一企業が類似内容で当該補助事業以外の国の補助事業や委託事業と併願している

と認められる場合等には、採択時に調整する可能性があります。 

 

※虚偽記載等に対する措置 

応募書類への虚偽記載等が判明した場合は、審査・採択結果の如何に拘わらず不

採択となる場合があります。また、採択決定を通知した後に判明した場合において

も同様とします。 

 

 

 

７．公募説明会の開催について 

 

当該補助事業の内容、提出書類等について説明を行う予定です。詳細が決まりました

ら、当協議会のホームページにてご案内致します。 

 

URL: http://www.nepc.or.jp/ 

 

 

http://www.nepc.or.jp/
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８．問い合わせ先について 

 

  当該補助事業の内容等に関する質問等に関しては説明会で受け付けます。また、ＦＡ

Ｘによるお問い合わせも、公募開始日から公募締切の一週間前までの間に限り、下記に

て受け付けます（日本語のみ）。ただし、審査の経過等に関するお問い合わせには応じら

れません。 

 

一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会 

           業務第一グループ 

ＦＡＸ：０３－３９８４－８００６ 

 

 

 

９．申請書類等のファイリング順序について 

 

 各事業につき、以下の順序で通しのページ番号を記載の上、提出すること。 

① 様式第１ 補助金交付申請書 

② 様式第１（別紙 1） 補助事業に要する経費の配分 

③ 様式第１（別紙２） 補助事業に要する経費の四半期別発生予定額 

④ 様式第２ 実施計画書 

⑤ 様式第２（別紙３、別紙３－１） 補助事業の経費の配分 

⑥ 様式第２（別紙４） 補助事業に要する経費及びその調達方法 

⑦ 様式第２（別紙５） 事業実施体制図 

⑧ 様式第２（別紙６） 事業工程表 

⑨ 消費税等仕入控除税額についての届出書 消費税１，２，３ 

 

 

 

１０．申請書類等の様式 

 

記載に当たっては、協議会のホームページに掲載の編集用ファイルを利用すること。 

 

URL: http://www.nepc.or.jp/ 

 

 

http://www.nepc.or.jp/
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様式第１ 

番     号 

年  月  日 

一般社団法人新エネルギー導入促進協議会 

代表理事           殿 

 

住  所           

申請者 名  称           

代表者等名         印 

 

 

再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金 

（大容量蓄電システム需給バランス改善実証事業）交付申請書 

 

 

再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金（大容量蓄電システム需給バランス改善実証事業）交付

規程第５条第１項の規定に基づき、下記のとおり補助金の交付を申請します。 

 

 

記 

 

１．補助事業の名称 

   

２．補助事業の目的 

   

３．補助事業の開始及び完了予定日 

（１）当年度の事業期間     年  月  日 ～     年  月  日 

（２）全体の事業期間      年  月  日 ～     年  月  日 

 

４．補助事業の内容 

（１）補助事業の内容 

 

（２）補助事業の実施計画 

 

（３）補助金交付申請額 

① 補助事業に要する経費 

② 補助対象経費 

③ 補助金交付申請額 

（注１）「補助事業に要する経費」は、総事業費（補助対象＋補助対象外）の額を記載すること。 

（注２）消費税等仕入控除税額を減額して申請する場合は、次の算式を明記すること。 
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補助金所要額 － 消費税等仕入控除税額 ＝ 補助金交付申請額 

 

５．補助事業に要する経費の区分ごとの配分（別紙１） 

 

６．補助事業に要する経費の区分ごとの四半期別発生予定額（別紙２） 

 

  （注）１．この申請書には、以下の書面を添付のこと。 

（１）様式２の「実施計画書」を添付のこと。 

（２）その他協議会が指示する書面。 

２．用紙の大きさは、日本工業規格 A 列４判とする。 

 

 

※一般社団法人新エネルギー導入促進協議会の再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金（大容量蓄  

電システム需給バランス改善実証事業）は、経済産業省が定めた再生可能エネルギー接続保留緊急対

応補助金（大容量蓄電システム需給バランス改善実証事業）交付要綱第３条に基づく国庫補助金を原

資として補助事業者に交付するものです。 
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様式第１(別紙１) 

補助事業に要する経費の配分 

 

（単位：円） 

 

区    分 

 

 

補助事業に要する経費 

 

補助対象経費 

 

補助率 

 

補助金の額 

 

     

 

合    計 

    

 

 

 

様式第１(別紙２) 

補助事業に要する経費の四半期別発生予定額 

 

（単位：円） 

 

 

区   分 

 

補助事業に要する経費 

 

第１・ 

四半期 

第２・ 

四半期 

第３・ 

四半期 

第４・ 

四半期 

 

計 

      

 

合    計 

     

（注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４判とする。 
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様式第２                 

実施計画書 

 

１．補助事業の概要 

（１）事業名称 

補助対象事業名： 

事 業 名 称：○○○○○○○ 

    関連事業者名 ：（注）複数の事業者で実施する場合、全ての事業者名を記載すること。代表

となる申請事業者名には○印を付すこと。 

 事業実施者  

   申請者名称（フリガナ） ：○○株式会社（注）登記簿と同表記。 

   代表者の氏名(フリガナ) ：代表取締役社長○○○○（注）役職名から記載する。 

   郵便番号       ：〒□□□－□□□□ 

   住  所       ：○○県○○市○○町・・・ 

 

  【担当者連絡先】（注）協議会からの通知等は、「担当者連絡先」宛に送付します。 

   郵便番号       ：〒□□□－□□□□ 

   住  所       ：○○県○○市○○町・・・ 

   氏名（フリガナ）   ：○○○○（△△△△） 

   所属部署名      ：（注）連名申請の場合、会社名を記載すること。 

   電子メールアドレス  ： 

   電話番号       ：（注）内線番号がある場合、内線番号も記載すること。 

   ファックス番号    ： 

 

 （２）目 的 

 

 （３）目 標 

        

 （４）概 要 

      （注）目標についても記載すること。なお、事業の事業期間が複数年度の場合、中間目標 

及び最終目標の時期と内容について具体的に記載すること。 

       

２．事業内容 

 （１）事業の内容（総論） 

      

   ①研究開発の内容及び目標 

   ②目標を達成するために解決すべき技術的問題と解決方法 

      （注）従来から一般的に使われている方法と比較するなどわかりやすく記載すること。 

 （２）事業の内容（詳細） 

      （注）公募要領に基づいて事業内容を記載すること。 
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３．補助事業の事業期間 

 （１）スケジュール 

 

４．実施体制 

 （１）事業実施体制図 

 （２）実施予定場所  （注）実施する場所とその選定した理由を記載すること。 

 （３）事業統括責任者について （注）氏名、所属、経歴、実績等を記載すること。 

 （４）業務管理責任者について （注）氏名、所属等を記載すること。 

 （５）従事者数、各人の業務分担および組織図 

 

５．事業費 

 （１）事業経費の配分（別紙３、別紙３－１） 

 （２）資金調達の予定（別紙４） 

 （３）補助事業に要する経費およびその調達方法（事業全体に要する経費）（別紙４） 

     （注）事業全体に要する経費について記載すること。 

 

６．業務遂行能力 

 （１）当該補助事業の内容に関連する事業等の実績 

 （２）国等からの補助金の受入、委託契約の受託等の実績 

 （３）経理的基礎（財務能力） 

 （４）経理等事務管理責任者について（注）氏名、所属、経歴、実績等を記載すること。 

 

７．添付書類 

 （１）事業実施体制図（別紙５） 

 （２）事業収支計画表（別紙４） 

 （３）事業経費積算内訳（別紙３、別紙３－１） 

 （４）事業工程表（別紙６） 

 （５）申請者の概要がわかるもの（全部事項証明証、会社概要パンフレット、定款等） 

 （６）最新の決算報告書 

 （７）補足資料 



 

 

 

 

 

 

別紙３ （チーム全体または事業者名）※　幹事会社は、チーム全体分、自事業分をそれぞれ作成すること。

＜全体＞又は＜平成○年度＞※　全事業分、各年度分をそれぞれ作成すること。 （単位：円）

金額 説明 金額 説明 積算内訳　　　　　　　　　　　（参考資料番号）

装置等関係費 ・大容量蓄電システム設備費 （　）

・設置費 （　）

・保守点検費

（小計） （小計） 0 0

人件費 研究員、補助員の人件費 （　）

（　）

（小計） （小計） 0 0

システム開発費 大型蓄電システム設計費 （　）

（　）

（小計） （小計） 0 0

消費税 0 0

合計 0 0 0

　　金額の算定根拠（見積書、定価表、カタログ等）を添付する事。

　　金額は予定されている契約単位で記入する事。

　　補助金交付申請額は費目毎に合計した金額を記載すること。

　　この際、補助対象経費を合計し、補助率を乗じた額（小数点以下切捨て）を記載すること。

　　※複数年度に渡る事業の場合、年度毎に記載すること。

備考

補助事業の経費の配分

備考

補助事業の経費の配分

補助率
補助金交付
申請予定額

費目 内訳
補助事業に要する経費 補助対象経費の額
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別紙３－１ （委託先名称）

＜全体＞又は＜平成○年度＞※　全事業分、各年度分をそれぞれ作成すること。 （単位：円）

金額 説明 金額 説明 積算内訳　　　　　　　　　　　（参考資料番号）

装置等関係費 ・大型蓄電システム設備費 （　）

・設置費 （　）

・保守管理費

（小計） （小計） 0 0

人件費 ・研究員、補助員の人件費 （　）

（　）

（小計） （小計） 0 0

システム開発費 ・大型蓄電システム設計費 （　）

（　）

（小計） （小計） 0 0

消費税 0 0

合計 0 0

　　金額の算定根拠（見積書、定価表、カタログ等）を添付する事。

補助事業の経費の配分（委託費内訳）

費目 内訳
補助事業に要する経費 補助対象経費の額
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(別紙４）
補助事業に要する経費及び調達方法（事業全体に要する経費）

（チーム全体または事業者名） （単位：円）

協議会
補助金

その他
補助金 小計 銀行名 銀行名 小計

平成２７年度 0 0
平成２８年度 0 0

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

補助対
象経費

総事
業費

金融機関借入金
備考合計その他

補助金 自己
資金

2
0
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（別紙５）  

 

事業実施体制図 

 

１．補助事業名 

補助対象事業名  ： 

 

    事 業 名 称  ：○○○○○○ 

 

２．事業実施体制 

 （１）実施体制 

 

【参考図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者Ｃ 

・役  割：○○ 

・実施項目：○○ 

・金  額：○○千円 

 

事業者Ａ 

・役  割：○○ 

・実施項目：○○ 

・金  額：○○千円 

 

協力組織 

事業者Ｂ 

・役  割：○○ 

・実施項目：○○ 

・金  額：○○千円 

 

指示・協議 

事業者Ｄ 

・役  割：○○ 

・実施項目：○○ 

・金  額：○○千円 

 



22 

 

 

（別紙５）  

 

（２）発注フロー図（全事業者必須） 

 

 

（注１）入札、見積合わせ、随意のいずれかを記載すること。 

 

３．責任体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成○○年度 

契約方式（注１） 

○○○○委託 

委託者名 

○○○○千円 

補助事業者名を記載 

平成○○年度 

契約方式（注１） 

○○○○外注 

請負者名 

○○○○千円 

総事業費 ○○○○千円 

平成○○年度 ○○○千円 

平成○○年度 ○○○千円 

協議会補助金 ○○○○千円 

平成○○年度 ○○○千円 

平成○○年度 ○○○千円 
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（別紙６） 

＜２６年度＞ 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

＜全体＞ 

 

事業工程表 

 

 

 

 

 

項 目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項 目 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

平成２６年度 

平成 27 年度 平成 28 年度 
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消費税等仕入控除税額についての届出書 

（全事業者共通） 
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（消費税１） 

 

 

消費税等仕入控除税額についての届出書 

 

平成  年 月 日 

 

一般社団法人新エネルギー導入促進協議会 

代表理事         殿 

 

住   所              

申請者 名   称              

                         代表者等名            印 

 

下記の期間については、消費税法に規定する課税事業者に該当しません（又は、しない見込

みです）ので、補助金の消費税等仕入控除税額については０円で申請いたします。 

 

 

記 

 

 

１．対象期間： 

自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 28年 3月 31日 

 

 

２．該当する消費税法の条項： 
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（消費税２） 

 

 

消費税等仕入控除税額についての届出書 

 

平成  年 月 日 

 

一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会 

代表理事         殿 

 

住   所              

申請者 名   称              

                         代表者等名            印 

 

 

下記の期間については、消費税法に規定する課税事業者に該当し（又は、する見込みであり）、

消費税等仕入れに係る税額については控除対象となりますので、補助金の消費税等仕入控除税

額については○○○円で申請いたします。 

 

 

記 

 

 

１．対象期間： 

自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 28年 3月 31日 

 

 

２．特定収入割合計算式： 
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（消費税３） 

 

 

消費税等仕入控除税額についての届出書 

 

平成  年 月 日 

 

一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会 

代表理事         殿 

 

住   所              

申請者 名   称              

                         代表者等名            印 

 

下記の期間については、消費税法に規定する課税事業者に該当します（又は、する見込みで

す）が、消費税等仕入れに係る税額については、消費税法第６０条４項の規定により、特定収

入割合が５％超となり控除対象外となる見込みですので、補助金の消費税等仕入控除税額につ

いては０円で申請いたします。 

なお、消費税等仕入控除税額の確定により、特定収入割合が５％以内となった場合は、大容

量蓄電システム需給バランス改善実証事業交付規程第１５条により補助金に係る消費税等仕入

控除税額を協議会に返還いたします。 

 

 

記 

 

 

１．対象期間： 

自 平成 27年 4月 1日 

至 平成 28年 3月 31日 

 

 

２．特定収入割合計算式（見込み）： 

 

 

３．特定収入割合が５％超となる根拠（添付資料）
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１１．参考資料－１ 

 

平成２７年度の健康保険等級単価一覧表を使用してください。参考までに平成２６年度の健

康保険等級を添付します。 

等級単価一覧表 平成２６年度適用 
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１１．参考資料－２ 

 

補助事業における利益等排除について 

 

補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社か

らの調達分（工事を含む。）がある場合、補助対象費用の実績額の中に補助事業者の利益

等相当分が含まれることは、調達先の選定方法如何に関わらず、補助金交付の目的上ふ

さわしくないと考えられます。 

そこで補助事業においても今後の検査業務等に資することを目的として、下記のとお

り利益等排除方法を定めます。 

 

１．利益等排除の対象となる調達先 

補助事業者（間接補助事業者を含む。以下同じ。）が以下の １）～３）の関係にある会

社から調達を受ける場合（他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。）は、

利益等排除の対象とします。 

利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第８条で定義されている親会社、子会社、関

連会社及び関係会社を用います。 

１）補助事業者自身 

２）１００％同一の資本に属するグループ企業 

３）補助事業者の関係会社（上記２）を除く） 

 

２．利益等排除の方法 

１）補助事業者の自社調達の場合 

原価をもって補助対象額とします。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいい

ます。 

２）１００％同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 

取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補

助対象額とします。これによりがたい場合は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益

計算書）における売上高に対する売上総利益の割合（以下「売上総利益率」といい、売上

総利益率がマイナスの場合は０とします。）をもって取引価格から利益相当額の排除を行

います。 

３）補助事業者の関係会社（上記 ２）を除く）からの調達の場合 

取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内

であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象額とします。これによりがたい場合

は、調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算書）における売上高に対する営業利益

の割合（以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は０とします。）をも

って取引価格から利益相当額の排除を行います。 

（注）「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に対する

経費であることを証明して頂きます。また、その根拠となる資料を提出して頂きます。 
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１１．参考資料－３ 

 

提出書類の作成イメージ 

 

 

正 

交付申請書 

【補助事業者名】 

 

正本一部、副本十部作成 

再生可能エネルギー接続保留緊急対応補助金 

（大容量蓄電システム需給バランス改善実証事業）補助金交付申請書 

正 

【

事

業

名

称

】 

【事業名称】 

様
式

1
 

別
紙
１
・
別
紙
２

 
様
式
２

 
別
紙

3
 

別
紙
・
・
・
・
 

添
付
資
料
①

 
添
付
資
料
②

 
・
・
・
・・
・
・・

 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
接
続
保
留
緊
急
対
応
補
助
金
（ 

大
容
量
蓄
電
シ
ス
テ
ム
需
給
バ
ラ
ン
ス
改
善
実
証
事
業
）補
助
金
交
付
申
請
書 

【

補

助

事

業

者

名

】 

提出様式別に仕切り紙を入れ、インデックス

等を貼ること。書類には直接貼らないこと！ 

ラベルプリンター等を用いて、名称シー

ルを貼付け、剥がれないようにすること 

 


